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お 互 い が 働 き や す い

職 場 に す る た め に

はじめに…

近年、いわゆるハラスメントがもたらす様々な弊害への社会的な関

心が高まってきており、ハラスメントに関する相談の割合は増加する

傾向にあります。

ハラスメントは対人関係の中で生じる問題であり、ハラスメントが

生じると職場内の秩序を乱し、正常な業務運営の障害となり得るもの

です。殊に、上司から部下への不用意な言動などによって、職員の勤

労意欲を減退させ、ひいては精神的な障害に陥る職員を発生させる要

因にもなります。

一方で、ハラスメントは部下への指導育成なのかハラスメントなの

か画一的な線引きができない難しい問題でもあるため、職員一人ひと

りがハラスメントに関する基本的な知識をもち、相手を尊重するとと

もに、ハラスメントの加害者にならないように留意し、常に日頃から

ハラスメントのない職場づくりに努めていくことが大切です。

そのため職員一人ひとりがハラスメントの防止等についてより一層

認識し、ハラスメントを受けた場合には一人で悩まずに相談できるよ

うに、ハラスメントの概念・なり得る言動・相談例・相談先等を紹介

するハンドブックを作成しましたので、これを利用してハラスメント

のない良好な職場づくりに努めてください。
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ハラスメント防止ハンドブックの

職員一人ひとりが、ハラスメントになり

得る言動を認識し、ハラスメントをなく

していこうとする意識が大事です。

上司の業務命令等が本来の業務の適正な

範囲で行われている場合には、ハラスメ

ントには当たりません。

上司も部下･同僚も同じ職場で働く者同士、

お互いを大切にし、日頃からコミュニ

ケーションを図り職場を良くしていこう

とする意識が大事です。

上司は、業務上の指導を行う場合には、

指導の機会、指導の場所、指導方法など

状況に応じて指導する必要があります。

ハラスメントを受けると、精神的な影響

を受けて心身の健康を損なうこともあり

えます。一人で悩まず、身近な人に相談

しましょう。

相談することが、被害の深刻化を防ぎ、

職場のハラスメントをなくすことにもつ

ながります。まずは相談しましょう。

ハラスメント

とは何かを

知る

ハラスメント

のない

職場を作る

ハラスメント

を受けたら

相談する
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ハラスメントとは

職場におけるパワー・ハラスメントは「職務上の地位や権限又は職

場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、人格と尊厳を侵

害する言動を行い、精神的・身体的苦痛を与え、あるいは職場環境を

悪化させること」を指すといわれています。

パワー・ハラスメントとは

P o w e r h a r a s s m e n t

セクシュアル・ハラスメントとは

職場におけるセクシュアル・ハラスメントとは、職場において行わ

れる労働者の意に反する「性的な言動」に対し、労働者の対応により

労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境

が害されることです。

職場におけるセクシュアル・ハラスメントには、同性に対するもの

も含まれます。

S e x u a l h a r a s s m e n t

／女性だから、男性だからと性別を理由とした差別

をして、相手に嫌な思いをさせること

／妊娠や出産、育児を機に、精神的な嫌がらせを

すること

／育児のために休暇や育児参加制度の利用を希望

する男性に対する嫌がらせのこと

／道徳による精神的な暴力、嫌がらせのこと

／アルコール摂取の強要・酩酊状態に陥った者が

行う迷惑行為などアルコールに関する迷惑行為

全般
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ハラスメントの対象者（被害者又は加害者）は、

常勤職員だけが対象となるのではなく、非常勤

職員も含まれます。

また、上司とは役職者のみを指すものではなく、

部下には後輩等を含むものとされています。

職員のほかサービスの相手方や委託契約等によ

り職場で勤務する者との間であっても、ハラス

メントをしないように留意する必要があります。

職員間におけるハラスメントは、職場内、勤務

時間内において行われたものだけではなく、職

場外、勤務時間外に行われたものも含まれます。

対象者の範囲

場所的･時間的

な範囲

セクシュアル・ハラスメントの場合、性的な言動

に対し受け手が不快に感じるか否かによって判断

することとしています。また、受け手の心情のみ

ならず、周囲の職員がその言動をみてどう感じる

かを考え、職場環境に配慮することも大切です。

パワー・ハラスメントの場合は、受け手が不快か

どうかで判断できるものではありません。業務上

の命令や指導に対して受け手が不快と感じた場合

でも、業務の適正な範囲で行われた場合にはパ

ワー・ハラスメントに該当しません。一方、業務

上正しいことを命令し、指導する場合であっても、

感情的、高圧的、攻撃的に行われた場合など、社

会通念上許容される限度を超える場合には、パ

ワー・ハラスメントに該当する可能性があります。

また、パワー・ハラスメントを受けている職員本

人が、パワー・ハラスメントを受けていると感じ

ていなくても、周囲の職員がその行為をみて不快

に感じることによって職場環境を害することがあ

ることにも留意が必要です。

判断のポイント
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セクシュアル・ハラスメントの事例

職場におけるセクシュアル・ハラスメントには「対価型」と「環境型」

の2種類あります。

それぞれについてハラスメントの事例を記載します。

5

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の

対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、

減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象から

の除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利

益を受けること。

労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業

環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な

悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過で

きない程度の支障が生じること。

●事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その

労働者を解雇すること。

●上司が労働者の腰・胸などに触ったが、抵抗されたため、その労働者につ

いて不利益な配置転換をすること。

●事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、

抗議されたため、その労働者を降格すること

●上司が労働者の腰・胸などに度々触ったため、その労働者が苦痛に感じて

その就業意欲が低下していること。

●同僚が労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、

その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

●卑猥な言葉を発したり、ヌード画像を見ている職員がいるため職場全体の

雰囲気が悪く士気が上がらないこと。



パワー・ハラスメントの事例

● ｢こんな間違いをするなんて馬鹿じゃない

の｣､｢おまえは給料泥棒だ｣などと暴言を吐く。

● 発表の方法等を指導せずに､｢君の説明が下手

なのは、暗い性格のせいだ。何とかしろ｣など

と言う。

パワー・ハラスメントの言動例では、パワー・ハラスメントの概念や裁

判例等を参考に、その言動について６つのパターン（下記①～⑥）に分類

し、それぞれのパターンごとに、パワー・ハラスメントに該当し得るケー

スを記載しています。

また、下記①～⑥以外にも⑦の暴力・傷害、⑧の名誉棄損・侮辱や⑨の

隔離・仲間外し・無視についても、パワー・ハラスメントになり得る言動

です。

なお、上司等の言動が実際にパワー・ハラスメントに該当するかどうか

は、当該言動が行われることとなった原因、当該言動が行われた状況等を

も踏まえて判断する必要があり、下記にある言動のすべてが直ちに、パワ

ー・ハラスメントに該当するとは限らない点に注意が必要です。

●３日間にわたって何度も根拠のない書き直し

を命じる。

●皆の前で起立させたまま、大声で長時間叱責

し続けた。
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●何の説明もなく役職に見合った業務を全く与

えず、グループ内の回覧物も回さない。

●部下に仕事を与えなくなり、本来の仕事すら

他の同僚にさせるようになった。

● 部下に対して、毎日のように昼休みに買い物

に行かせたり、週末には家の掃除をさせたりす

る。

●「飲み会に参加しないやつは出世させない」

などと言い、終業後も拘束しようとする。

●椅子を蹴飛ばしたり、書類を投げつけたりする。

●部下の目の前で、分厚いファイルを何度も激し

く机に叩き付ける。

●自分の意向と違う時は意に沿った発言をするま

で怒鳴り続け、また、自分自身にミスがあると有

無を言わさず部下に責任を転嫁する。

●これまで複数で行ってきた大量の申請書の処

理業務を未経験の部下に全部押しつけ、期限内

にすべて処理するよう厳命した。

●毎週のように休日に出勤することを命じる。
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● 書類で突然頭を叩く。

●仕事が遅いと部下を殴ったり、蹴ったりする。

パワー・ハラスメントは、業務上の命令や指導なのかパワー・ハラスメ

ントなのか画一的な線引きができない難しい問題です。

上司が、業務上の指導を行う場合には、業務上の必要性や適正な内容か

どうか、指導の機会、指導の場所、指導方法など状況に応じて適正な指導

に留意する必要があります。

なお、上司は業務上の命令や指導とパワー・ハラスメントの線引きが難

しいからといって、業務上の必要な指導等を行うことを怠ることがあって

はなりません。上記のことを踏まえ、自らの職責に応じて適正に権限を発

揮し、上司としての役割を遂行することが重要です。

また、部下は上司の業務上の命令や指導に対して、不満に感じる場合で

も、これが本来の業務の適正な範囲で行われている場合には、パワー・ハ

ラスメントには当たらないことを認識することが必要です。

●同僚の前で、無能なやつだと言う。グループ

全員の前で土下座をさせる。

●病気の内容を大勢の職員の前で言う。家族に

ついて皮肉を言う。

● いつも行動が遅い部下の発言を無視し、会議

にも参加させない。

● 体臭がきついからといって、部下をついたて

で仕切っている。
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パワー・ハラスメントと指導の違い

○ 部下の人格を尊重し、常に「育てる」という意識を持って指導すること

○ 業務の必要性を部下に示した上で指導をすること

○ 業務の内容・量、指導のタイミング、指導の場所、指導方法など状況に

応じて適正に指導すること

パ ワ ハ ラ 指 導

目 的 ・相手を馬鹿にする、排除する
・自分の目的の達成
（自分の思いどおりにしたい）

相手の成長を促す

業 務 上 の
必 要 性

・業務上の必要性がない
（個人生活・人格を否定する）
・業務上の必要性があっても不
適切な内容や量

仕事上必要性がある、ま
たは健全な職場環境を維
持するために必要なこと

態 度 威圧的、攻撃的、否定的、
批判的

肯定的、受容的、見守る、
自然体

タイミング ・過去のことを繰り返す
・相手の状況や立場を考えずに

・タイムリーにその場で
・受け入れ準備ができて
いるときに

誰の利益か 組織や自分の利益優先
（自分の気持ちや都合が中心）

組織にも相手にも利益が
得られる

自分の感情 いらいら、怒り、嘲笑、冷徹、
不安、嫌悪感

好意、穏やか、きりっと
した

結 果 ・部下が委縮する
・職場がぎすぎすする
・退職者が多くなる

・部下が責任を持って発
言、行動する
・職場に活気がある
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ハラスメントを防止するために

ハラスメントをしないようにするためには、上司も部下も同じ職場で働く

者同士がお互いを大切にし、職場環境を良くしていこうとする意識が大切で

す。日頃からお互いにコミュニケーションを大切にし、職場全体で、職員一

人ひとりがハラスメントになり得る言動を認識し、ハラスメントが生じない

よう、皆で取り組むことが必要です。

また、ハラスメントを受けていると感じている職員や、ハラスメントを見

聞きした職員で、加害者が上司や先輩・同僚等であるために、ハラスメント

であることを伝えることができず、放置した場合等は、職場環境に重大な影

響を及ぼす恐れがあるため、相談窓口に相談するなど早期に対応することが

必要です。

パワー・ハラスメントを防止するための留意点

①部下の健康状態の把握

管理監督者は、上司や先輩・同僚等の言動によっては、職員は人格を傷

つけられ、あるいは疎外感を持つなどにより、過度の心理的負担を受け、

心身の健康を損なう場合があることを認識することが重要です。

②ハラスメントになり得る言動の認識

ハラスメントは、業務上の命令や指導を通じて起こることが多いため、

特に管理監督者は、ハラスメントになり得る言動を認識し、自分からハラ

スメントを起こさないようにしなければなりません。

③コミュニケーションを図り、良好な職場環境を作る

職員間のコミュニケーションが図られているか、ハラスメントが起きて

いないか日頃から目を配り、良好な職場づくりに努め、職員がその能力を

充分に発揮できる職場環境を確保することが必要です。

④被害者へ声を掛ける、相談にのる

管理監督者は、ハラスメントに関する問題を見聞きした場合には、被害

者の状況を見ながら、被害者へ声を掛けたり、相談にのったり、また、場

合によっては、加害者に注意を促したり、被害者の了解を得て相談したり

する必要があります。
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○職員に暴言を吐くことは、職場の内外を問わず、懇

親会の席などざっくばらんな雰囲気の場でも、許され

るものではないことに留意することが必要です。

○職員の指導や教育に当たって、時に厳しく伝えるこ

とも職員を指導する上では必要ですが、相手の性格や

能力を充分見極めた上で、その場合も言葉を選んで、

適切に対応することが必要です。

○部下は、上司などの権限がある者からの言動に疑問

を抱いた場合でも、正面きって反論しづらい立場にあ

ることを理解し、ミスには必要な範囲で具体的かつ的

確に指導することに心掛けることが必要です。

○職員の立場も考えて、できる限り人前で叱らないよ

うにするなどの配慮も必要です。

○単なる指導上の注意であったとしても、執拗に繰り

返して注意をしないことが必要です。

言動パターンごとの防止策

○業務に関する言動であっても、怒鳴る・大声で指

摘する等、内容や態様等が威圧的にならないよう注

意することが必要です。

○単発の言動だけでなく、仕事に対する姿勢や日常

の振る舞いがパワー・ハラスメント防止の土壌とな

ります。
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○明らかに実現不可能な業務や曖昧な判断や仕事の

放任による無駄な仕事の強要や私生活への介入（ラ

イフスタイル、学歴、家族）や人権の侵害ともいえ

る言動は、言うまでもなく許されません。

○職員に対し、非常に大きな負担をかける業務など

を命じる場合には、必要に応じ、職員にその理由を

説明するなどフォローが必要です。

○職員には差別なくその能力や役職等に見合った仕

事を与える必要があり、合理的な理由なく仕事を

与えないことは許されません。

○業務上の意見を言ったことなどを理由に、仕事を

与えないなどのペナルティを科すのは権限の濫用

に該当します。

○職員に私事を命じるのは明らかに不適当な命令です。

○職員に対して合理的な理由がないのに、仕事以外

のことに執拗に干渉しない態度が必要です。

○職員に暴力を振るうことは犯罪になり得るもので

あり、決して許されるものではありません。
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○ 適正な業務量

○職員と性格が合わなかったり、気に入らないからと

いって、当該職員の言動を無視したり、当該職員だ

けを仲間外れにすることは決して許されるものでは

ありません。

○職員を物扱いして侮辱するような言動をしてはい

けません。チームの一員として、職員の人格を尊重

する必要があります。

○ 業務の進行状況の把握

職員の能力に合った業務量を知り、

職員間における公平性にも考慮して、

業務を割り振るようにする必要があ

ります。

○ 業務における適切な指示

職員に業務内容を理解させ、職員

が業務を遂行できるように分かり

やすく指示し、機会をみて職員が

理解できたか確認する必要があり

ます。また、職員間で不必要な業

務の指示等がないかも管理します。

監視するように業務の進行状況を

確認するのではなく、また、職員

に業務を任せたままの状態にする

ことがないように、適時適切に進

行管理をする必要があります。
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自分と違うNGゾーン

自分と同じ
ＯＫゾーン

少し違うが許してもいい
許容ゾーン

怒ることは、とても自然な感情です。

しかし、必要以上に怒ったり、怒りの感情を無理に抑えると、人間関係や仕

事でトラブルになったり、心身の健康にダメージを与えることもあります。

そこで、アンガーマネジメントという心理トレーニング法をご紹介します。

怒りの感情（アンガー）と上手に付き合う（マネジメントする）ことにより、

怒りから生まれる悪循環を防ぎ、良好な人間関係を築くことができます。

感情のピークは最初の６秒です。大きく深呼吸したり、頭の中で６まで数

えたり、まず６秒間待つことで、怒りのピークをやり過ごすことができます。

ある人が又はある出来事が、自分を怒らせたと考えがちですが、その正体

は“べき”という言葉です。仕事はこうやるべき、部下はこうあるべきなど、

自分が信じている“べき”が裏切られたときに人は怒りを感じます。自分の

“べき”を知ることで、怒る前に自分の怒りを察知できるようになります。

どういう“べき”を信じるかは人それぞれですが、その境界線により怒る

回数は増減します。自分と同じ“べき”（ＯＫゾーン）と自分と違う“べき”

（ＮＧゾーン）の他に、少し違うが許してもいい中間（許容ゾーン）を作り、

“べき”の境界線を広げることで、怒らなければいけないことが減ります。

また、「人はミスをするもの」と理解し、ミスが起きた場面での指導方法

も想定しておきましょう。
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パワー・ハラスメントの被害を受けないために

ハラスメントは相手が一方的に行っているばかりではありません。

知らず知らずのうちに自分が相手を怒らせたり、不快にさせたりしているこ

ともあります。自分自身の仕事への取組や日頃の振舞いを見直すことで、ハ

ラスメントを避けることができます。まずは、自分自身の言動について、意

識して見直してみましょう。

ミスをしたとき、言い訳から始めていませんか。

C h e c k 1

ミスをしたら先ずは謝りましょう。謝るのと謝らないのとでは、相手の印象は大き

く変わります。謝るということは責任を持って仕事をしているということで、言い訳

ばかりしていると責任を回避していると受け取られます。先ずは謝って、そのあと

ゆっくりと原因や今後の対策を考えましょう。

※「でも・・・」、「だって・・・」という前にできることがあります。

問題を指摘された時は、上司・先輩・同僚の忠告を素直に聞いてみましょう。

「でも・・」「だって・・・」とばかり言っていては、相手もうんざりしてしまって

的確な指示を出さなくなり、仕事が進まなくなります。

"Ｙou(あなた)"メッセージではなく､"Ｉ(私)"メッセージで伝えていますか。

C h e c k 2

人は誰でも「あなたが間違っている」と言われると、気分のよいものではありませ

ん。「あなたが間違っている」という"Ｙou（あなた）"メッセージではなく、「私の

ことが誤解されているように思うのですが・・」という"Ｉ（私）"メッセージで伝える

と、相手も受け入れやすいものです。

まめに報告・相談をしていますか。

C h e c k 3

期限までに間に合わない、うまくいかないなど問題が起きそうなら早急に相談しま

しょう。ギリギリになってからの報告では上司も打つ手がなく、怒り出します。上司

を不安にさせないことも大切です。
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ハラスメントが及ぼす影響

職員に与える影響

ハラスメントは、職員の人格や尊厳を傷つけ、職員の勤労意欲の減退

やその適切な能力の発揮を妨げ、心身の不調を引き起こす要因のひとつ

となり、最悪の場合休職や退職に追い込まれることもあります。

また、ハラスメントの事実が確認された場合、加害者とされる職員は、

そのハラスメントの態様によっては懲戒処分や人事上の措置を受けるこ

とがあります。

職場に与える影響

職場でハラスメントが起きると、当事者間の人間関係が悪化するのは当

然のことながら、周囲の人たちが見聞きすることで周囲の者にも悪影響を

及ぼします。職員の勤務への意欲が低下し、勤務能率が十分に発揮できな

くなれば、ハラスメントが起きた職場だけでなく組織全体の士気や能率の

低下につながるなど、大きく職場環境に影響を及ぼします。

また、一職員によるハラスメントであっても、職務全体の信頼性を失わ

せる事態や職場が訴訟対応に追われる事態にもなりかねません。

職場におけるいじめ・嫌がらせによる業務災害

職場におけるいじめ・嫌がらせによって、過度な心理的負担等を受け心

身の健康を損なうことにより、精神疾患を発症し、最悪の場合、自殺に至

る場合もあります。精神疾患の発症や自殺が、業務によって引き起こされ

た場合には、業務災害となる場合もあります。
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チェックリスト セクハラしていませんか？

深刻なセクシュアルハラスメントにならないまでも、「不快だ」「実は

我慢している」といういわゆる「互いの意識の差」から生じる事例が数多

くあります。これらを放っておくことで職場環境が悪化してしまう恐れが

あります。そこで、このような「不快事例」を中心にチェックリストを作

成しました。認識の違いを少しでも理解し、互いに近づくことが、働きや

すい職場づくりへの第一歩です。

□ 「スリーサイズはどのくらい？」「キミは安産型だね」「最近

太った(痩せた）よね？」と、身体的なことを頻繁に話題にする。

□ 職場で特定の部下だけをえこひいきし、可愛がる。

□「結婚はまだ？」「結婚はいいよーはやくしなよ」「子供は産ん

だほうがいいよ」などと薦める。

□ 「週末は何するの？デート？」「今日は合コンか？」などと聞く。

□ コミュニケーションの一環で、肩に手を置いたり、頭を撫でたりする。

□ 飲み会で、上司の隣に必ず女性を座らせお酌をさせる。

□ 聞くに堪えない卑猥な冗談を交わす。

□ 体調が悪い女性に「今日は生理か？」「もう更年期か？」などと言う。

□ 性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とする。

□ 食事やデートにしつこく誘う。

□「彼氏いないの？紹介しようか？」または「誰か紹介して」と頼む。

□ 職員を「○○ちゃん」などあだ名(または名前だけ)で呼ぶ。

※ 職場は「仕事」をするところです。上記のような言動は相手を不快にするというこ

とを認識しましょう。

1

17



チェックリスト パワハラしていませんか？

パワー・ハラスメントに該当するような言動をしている場合でも、自分

では、職員を指導しているだけであるとか、職員のことを思って言ってい

るにすぎないとか、自分自身がどのような言動をしているのか気がつきに

くいものです。

次の内容をチェックしてみて、自分がパワー・ハラスメントを行ってい

ないかどうか確認してみましょう。

□ 「馬鹿／阿保」､「給料泥棒」などと、人格を否定するような

叱り方をしていませんか。

□ 執拗に非合理的な資料の書き直しなどを命じていませんか。

□ 皆の前で部下に対し人格を否定するような叱責をしていませんか。

□ 職員の意見に対して、意に沿うまで怒鳴っていませんか。

□ 職員に物を投げ付けたり、職員の前で書類を机に叩き付けたり

していませんか。

□ 職員にミスを転嫁していませんか。

□ 職員にとって無理な仕事を指示していませんか。

□ 週休日に出勤することを強要していませんか。

□ 職員に業務の説明をせず、無視していませんか。

□ 職員の役職に見合わない業務を与えていませんか。

□ 職員に私用を強要していませんか。

※ 上記のような言動をしている場合は、パワー・ハラスメントに該当する言動を

行っていると言えます。直ちにやめるようにしましょう。

1
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□ 相手の悩み、不安、心配等を感じ取れますか。

□ 部下･同僚に対して厳しく､上司に対しては主張を抑えていませんか。

□ セルフコントロールできますか。

□ 職員に対する好き嫌いが激しくありませんか。

□ 職員の成功にねたみを感じませんか。

□ 職員の功績に対して素直に褒めることができますか。または自身の

手がらにしていませんか。

□ 厳しく叱ることはいわゆる親心であると考えていませんか。

□ 部下が迷っているときに方向性を示すなどの助言ができますか。

□ 自分の考えだけにこだわりすぎませんか。

□ 仕事以外のことで職員をコントロールしようとしませんか。

□報告・連絡・相談を徹底していますか。

□間違ったことをしたとき、いいわけから始めていませんか。

※ 言動だけでなく、上司等の仕事に対する姿勢や人間性あるいは日常の振る舞い

がパワー・ハラスメントを行うきっかけになる場合があります。

2

最高の職場環境が、
最高の利用者サービスへ
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ハラスメントに関する相談･苦情処理手続きの流れ

本人･第三者からの訴え

相 談 窓 口

「本人」ヒアリング 「相手」ヒアリング 「周辺」ヒアリング

・事実の聴き取り
・本人の意思確認
・苦情処理手続きの説明
・本人の心身状況を把握

・事実関係の確認
・苦情処理手続きの説明
・報復の禁止

・プライバシーの確保

担当者に男女共入れる
プライバシーの厳守

事実関係
の

有無

相談窓口担当者(法人本部)
の仲介による和解

本人に説明 相手に説明

職場におけるコンプラ
イアンス委員会(苦情処
理機関)による協議

法人役員会

判定

担当者が職場におけ
るコンプライアンス
委員会で処理するこ
とが適当と判断した
場合、本人の承諾を
得た上で

誤解あるいは和解可能と判断した場合

「本人」
事情聴取

「相手」
事情聴取

「周辺」
事情聴取
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